
新築住宅を供給する事業者の方への大切なお知らせ

４ 行政庁への届出
○○県知事の許可 免許を受けている場合は ○○県に届出手続きを

基準日における届出手続き

住宅瑕疵担保履行法 ～特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律～４ ○○県知事の許可・免許を受けている場合は、○○県に届出手続きを

して下さい。国土交通大臣の許可・免許を受けている場合は、○○地方

整備局に届出手続きをしてください。

基準日における届出手続き
○○○県版

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき 新築住
業者種類 届出先 対象 届出方法 連絡先・問合せ先 備考

建設業者 ○○局○○課 ○○市 ○○ 郵送 郵送の送付先

【届出方法および問い合わせ先について】

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき、新築住

宅を引き渡した事業者は、毎年毎年33月月3131日および日および99月月3030日の基準日日の基準日
ごとに届出手続きを行うことがごとに届出手続きを行うことが必要必要となりますとなります。。

建設業者
（○○県知
事許可）

○○局○○課 ○○市、○○
町・・・

郵送 郵送の送付先
は・・・・まで

宅地建物宅地建物
取引業者
者（○○県
知事免許）

人形に看板を持たせ、看板内に下記内容
を記載

建設業者（国土交通大臣許可）の場合、届出先は○○地方整備局（電話：000‐000‐0000）となります。

宅地建物取引業者（国土交通大臣免許）の場合、届出先は○○地方整備局（電話：000‐000‐0000）となります。

住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置は

を記載

住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置は、
保険への加入や保証金の供託だけでは終わり
ませんません。

住宅瑕疵担保履行法の流れについて住宅瑕疵担保履行法の流れについて

免許を受けた宅地建物取引業者または許可を受けた建設業者である

ＹＥＳ

平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡している

ＹＥＳ

ＹＥＳ
NO

引き渡した相手が宅地建物取引業者以外である

ＹＥＳ
住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置（保険５ 届出期間は基準日から3週間以内です。

届出手続きは毎年「4月1日から21日※」および「10月1日から21日※」に

行うことが必要です 期間内に届出をしない場合や資力確保措置を講じ

届出手続きが必要 す届出手続きが必要 す

住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置（保険
への加入または保証金の供託）が必要です５ 行うことが必要です。期間内に届出をしない場合や資力確保措置を講じ

ていない場合は、監督処分や罰則が適用されることとなります。

※休日の場合は翌営業日

届出手続きが必要です届出手続きが必要です

届出手続きに必要な書類

届出手続き
届出書

作成・問い合わせ先

○国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室／総合政策局建設業課・不動産業課
(電話）０３ ５２５３ ８１１１（代表） 届出手続き

は必要あり
ません

引渡し物件一覧表

保険契約締結証明書（保険加入の場合）または供託書の写し（供託の場合）

(電話）０３－５２５３－８１１１（代表）
ＵＲＬ：http://www.mlit.go.jp （HPトップのトピックス内［特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律コーナー］をご覧下さい。）

○都道府県連絡先・・・・



毎年毎年22回の届出手続きを回の届出手続きを ３ 届出書の作成
保険契約締結証明書および明細の記載内容をもとに届出書を作成して毎年毎年 回の届出手続きを回の届出手続きを

お忘れなく！お忘れなく！ ３ 保険契約締結証明書および明細の記載内容をもとに届出書を作成して

ください。なお、届出書等の書式は、国土交通省HPからダウンロードする

ことができます。

住宅瑕疵担保履行法では、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した建設

業者または宅地建物取引業者は、資力確保措置（保険への加入または保証金の供

政庁 報告す が義務づ す

届出書類①（届出書）届出書類①（届出書）

建設業者の場合は第1号様式
宅建業者の場合は第7号様式

託）の状況について、行政庁に報告することが義務づけられています。

届出手続きの流れ

宅建業者の場合は第7号様式

届出手続きの流れ（資力確保措置をすべて保険加入とした場合）

１ 保険証券の発行 許可・免許行政庁

記入する日付を記載

１ 保険証券の発行
住宅の完成後、発注者等への引渡し前に、保険申込みを行った保険法人へ

保険証券発行申請を行い、保険証券および発注者等向けの保険証券の発行
ず

許可・免許行政庁

自社の情報を記載１ を受けてください。また、 発注者等向けの保険証券は、必ず発注者等に交付
してください。 3月31日または9月30日と記載

２保険契約締結証明書および明細の確認
保険に加入している場合、基準日後に保険法人から「保険契約締結証明書」 保険法人名および当該保険法人と２ および「明細」が送付されます。これらの書類の記載内容を必ずご確認くださ

い。記載内容に間違いがある場合は、速やかに保険法人にご連絡ください。

保険法人名および当該保険法人と
保険契約を締結した戸数を記載

送付物（封筒）送付物（封筒） 送付物①（保険契約締結証明書）送付物①（保険契約締結証明書） 届出書類②（引渡し物件一覧表）届出書類②（引渡し物件一覧表）

届出書類③（保険契約締結証明書）届出書類③（保険契約締結証明書）

送付物②（明細）送付物②（明細）

自社の情報を記載 押印すれば 届出書類（引渡し物自社の情報を記載・押印すれば、届出書類（引渡し物
件一覧）として利用することができます。

すべての保険法人が同じ封筒を用います。
（宅建業者は封筒の色が異なります）

記載内容を確認（内容に間違いがあれば保険法人 ご連絡ください）

戸数を確認

複数の保険法人の保険を利用している
場合、複数送付されます。

記載内容を確認（内容に間違いがあれば保険法人へご連絡ください）

保険法人名を確認


